






指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店の指定の更新について

指定の有効期間の満了の日が近づいている事業者の方に更新の手続きについてお知ら

せします。一宮市では事務処理等の煩雑化を避けるため、下記のとおり更新手続期間を

設定いたしますので、更新を希望される事業者の方は、期間中に手続きをしていただき

ますようお願いいたします。 

（１） 更新の対象となる指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店 

・令和３年度に更新した事業者 

（有効期限が 2026 年 9 月 29 日までの事業者） 

 （給水指定番号 88～165 番、排水指定番号 81～123 番の事業者） 

・一宮市から新規に指定を受けた日が 

令和 3年 10 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日

（有効期限が 2026 年 9 月 30 日～2027 年 9 月 29 日の事業者） 

 （給水指定番号 377、379～385、387～392 番、 

排水指定番号 345～350、352～354 番の事業者） 

（２） 更新の手続き期間・更新指定証発行期間（開庁日） 

更新手続き期間  令和 8年 7月 1日(水)～7月 15 日(水)

指定証発行期間（予定） 令和 8年 9月 28 日(月)～10 月 9日(金)

※この期間内に更新手数料を納入いただき、古い事業者証と引き換えに新しい事業者

証をお渡しします。 

※郵送料の負担を条件に、郵送での受渡し対応が可能です。 

更新の申請書類提出時に、返信用封筒を 2通（※1）、および古い事業者証を同封し

てください。返信時に料金不足が発生しないよう注意願います。 

※１ 返信用封筒 2通の内訳 

・更新手数料の納入通知書郵送用 

（A4 サイズを 3つ折りにしたものが入るサイズ以上のもの） 

・新しい事業者証郵送用 

（A4 サイズが折らずに入るサイズ以上のもの） 

郵送での取扱いをしています。
















































































































